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調 査 の 概 要 

 

１ 調査の目的 

この調査は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握することにより、介護サービ

スの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の対象及び客体 

(1) 基本票 

都道府県を対象とし、以下に掲げる施設・事業所の全数を把握した。 

（医療施設がみなしで行っている（介護予防）訪問看護、（介護予防）短期入所療養介護及び（介

護予防）通所リハビリテーションを除く。） 

(2) 詳細票 

以下に掲げる施設・事業所を対象とし、訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業所及び介護

予防支援事業所（地域包括支援センター）については層化無作為抽出した事業所、それ以外に

ついてはその全数（休止中を含む｡）を調査客体とした。 

 

調査の対象及び客体数 

 

回収客体数2) 集計客体数3) 回収率(%)4)

総　数 251 500  218 203  213 632  86.8

介護保険施設   

　介護老人福祉施設 8 501  7 773  7 768  91.4

　介護老人保健施設 4 283  3 955  3 948  92.3

　介護医療院  731   681   680  93.2

　介護療養型医療施設  316   284   268  89.9

介護予防サービス事業所

　介護予防訪問入浴介護 1 583  1 404  1 373  88.7

　介護予防訪問看護ステーション 14 872  13 199  12 927  88.8

　介護予防通所リハビリテーション 8 427  7 792  7 543  92.5

　介護予防短期入所生活介護 11 435  10 348  10 251  90.5

　介護予防短期入所療養介護 4 912  4 499  4 460  91.6

　介護予防特定施設入居者生活介護 5 287  4 646  4 633  87.9

　介護予防福祉用具貸与 7 957  6 295  6 194  79.1

　特定介護予防福祉用具販売 7 938  6 297  6 199  79.3

地域密着型介護予防サービス事業所  

　介護予防認知症対応型通所介護 3 638  3 198  2 994  87.9

　介護予防小規模多機能型居宅介護 5 215  4 495  4 414  86.2

　介護予防認知症対応型共同生活介護 13 855  12 136  12 046  87.6

介護予防支援事業所(地域包括支援センター) ※ 2 845  2 684  2 681  94.3

居宅サービス事業所   

　訪問介護 ※ 13 145  10 340  9 887  78.7

　訪問入浴介護 1 742  1 528  1 502  87.7

　訪問看護ステーション 15 280  13 546  13 253  88.7

　通所介護 ※ 15 695  13 532  13 378  86.2

　通所リハビリテーション 8 519  7 869  7 616  92.4

　短期入所生活介護 11 989  10 838  10 738  90.4

　短期入所療養介護 5 018  4 589  4 547  91.5

　特定施設入居者生活介護 5 770  5 053  5 044  87.6

　福祉用具貸与 8 116  6 358  6 249  78.3

　特定福祉用具販売 7 966  6 300  6 202  79.1

地域密着型サービス事業所   

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 306  1 099  1 061  84.2

　夜間対応型訪問介護  247   203   190  82.2

　地域密着型通所介護 19 925  16 866  16 555  84.6

　認知症対応型通所介護 3 973  3 493  3 268  87.9

　小規模多機能型居宅介護 5 686  4 906  4 819  86.3

　認知症対応型共同生活介護 14 210  12 456  12 403  87.7

　地域密着型特定施設入居者生活介護  366   323   321  88.3

　複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）  916   804   793  87.8

　地域密着型介護老人福祉施設 2 510  2 321  2 316  92.5

居宅介護支援事業所 ※ 7 326  6 093  5 111  83.2

注：１）調査客体数は、基本票の活動中又は休止中の施設・事業所数である。「※」は抽出後調査票を配布した事業所数である。

　   ２）回収客体数は、詳細票の回収があった施設・事業所数である。

   　３）集計客体数は、詳細票を回収した施設・事業所数のうち活動中の施設・事業所数である。

　   ４）回収率(%)＝「回収客体数」÷「調査客体数」×100で算出している。

調査客体数1)
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(3) 介護保険施設及び訪問看護ステーションの利用者票 

全国の介護保険施設の入所者を対象とし、全国の介護保険施設から抽出を行い、令和４年９

月末の在所者の 1/2（介護療養型医療施設である診療所については全数）及び９月中の退所者

の全数を調査客体とした。また、全国の訪問看護ステーションの利用者を対象とし、全国の訪

問看護ステーションから抽出を行い、令和４年９月中の利用者の 1/2 を調査客体とした。 

 

３ 調査の時期 

令和４年 10 月１日 

 

４ 調査事項 

(1) 基本票 

① 施設基本票： 法人名、施設名、所在地、活動状況、定員 

② 事業所基本票： 法人名、事業所名、所在地、活動状況 

(2) 詳細票 

① 介護保険施設： 開設・経営主体、在所（院）者数、居室等の状況、従事者数等 

② 居宅サービス事業所等： 開設・経営主体、利用者数、従事者数等 

(3) 利用者票 

 要介護度、認知症高齢者の日常生活自立度、障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）等 

 

５ 調査の方法及び系統 

(1) 基本票 

行政情報から把握可能な項目について、都道府県に対し、オンラインによる調査票の配布・

回収により調査を実施した。 

 

 

 

(2) 詳細票 

基本票以外の項目について、厚生労働省が委託した民間事業者から、施設・事業所に対し、

郵送及び一部オンラインによる調査票の配布・回収により調査を実施した。 

 

(3) 利用者票 

利用者の状況について、厚生労働省が委託した民間事業者から、施設・事業所に対し、郵送

による調査票の配布・回収により調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 結果の集計 

結果の集計は、厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）で行った。 

  

厚生労働省 都道府県

介 護 保 険 施 設

介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

介護予防支援事業所（地域包括支援センター）

居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 所

居 宅 介 護 支 援 事 業 所

厚生労働省 民間事業者
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７ 利用上の注意 

(1) 表章記号の規約 

計数のない場合                   ― 

統計項目のあり得ない場合              ・ 

計数不明又は計数を表章することが不適当な場合    … 

表章単位の１／２未満の場合             0.0 

減少数（率）の場合                 △ 

(2) 集計対象は、活動中の施設・事業所である。 

(3) この概況に掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が｢総数｣に合わない

場合がある。 

(4) 複数のサービスを提供している事業所は、それぞれのサービスを提供している事業所数に計上

している。例えば、１事業所において介護予防サービスと介護サービスを提供している場合、そ

れぞれのサービスを提供している個々の事業所数に計上している。 

(5) 表１、表２以外の数値は推計値である。推計方法については、 

厚生労働省 HP(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/24-22-2b.html#link02)に掲載している。 

(6) 利用者票の調査結果については、令和６年３月までに政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載す

る予定である。 

  


